
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

四

四

号

「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

44



「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
衆
議
院
議
員
加
藤
�
一
君
提
出
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」

（
平
成
十
二
年
十
一
月
十
七
日
答
弁
）
に
つ
き
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

答
弁
書
は
、
「
定
款
等
の
変
更
が
本
基
準
に
完
全
に
は
適
合
す
る
に
至
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
右
期
限
内
〔
三
年
以

内
〕
に
当
該
定
款
等
を
本
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
指
導
し
つ
つ
こ
れ
を
認
可
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら

直
ち
に
、
御
指
摘
の
状
態
〔
本
閣
議
決
定
の
違
背
〕
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
が
、
「
当
該
定
款
等
を
本
基
準
に
適

合
さ
せ
る
よ
う
指
導
し
」
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
該
指
導
が
奏
効
せ
ず
、
本
閣
議
決
定
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
も
未
だ

当
該
公
益
法
人
が
本
基
準
に
適
合
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
主
務
官
庁
に
よ
る
定
款
等
変
更
の
認
可
あ
る
い
は

指
導
監
督
は
、
本
閣
議
決
定
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
。

二

本
閣
議
決
定
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ
た
公
益
法
人
の
定
款
等
の
変
更
に
あ
た
り
、
変
更
前
の
定
款
等
が
本
基

準
に
適
合
せ
ず
、
か
つ
、
変
更
後
の
定
款
等
に
お
い
て
も
当
該
不
適
合
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
当
該
定
款
等
の
変

更
を
主
務
官
庁
が
認
可
す
る
こ
と
は
、
本
閣
議
決
定
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
か
。

三

答
弁
書
に
「
定
款
等
の
変
更
が
本
基
準
に
完
全
に
は
適
合
す
る
に
至
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
右
期
限
内
に
当
該
定
款
等

一



を
本
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
指
導
し
つ
つ
こ
れ
を
認
可
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
」
と
あ
る
が
、

�

「
右
期
限
内
に
当
該
定
款
等
を
本
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
指
導
し
つ
つ
こ
れ
を
認
可
す
る
」
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場

合
か
。
認
可
し
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
認
可
の
可
否
の
基
準
を
示
さ
れ
た
い
。

�

「
右
期
限
内
に
当
該
定
款
等
を
本
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
指
導
」
せ
ず
に
「
こ
れ
を
認
可
す
る
」
こ
と
は
、
本
閣
議

決
定
に
違
背
す
る
も
の
で
あ
る
か
。

四

答
弁
書
に
「
こ
の
こ
と
〔
認
可
す
る
こ
と
〕
か
ら
直
ち
に
、
御
指
摘
の
状
態
〔
本
閣
議
決
定
の
違
背
〕
と
な
る
も
の
で
は

な
い
」
と
す
る
が
、
「
こ
の
こ
と
〔
認
可
す
る
こ
と
〕
か
ら
」
「
御
指
摘
の
状
態
〔
本
閣
議
決
定
の
違
背
〕
と
な
る
」
の

は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
「
こ
の
こ
と
〔
認
可
す
る
こ
と
〕
か
ら
」
「
御
指
摘
の
状
態
〔
本
閣
議
決
定
の
違
背
〕
と
な
」

ら
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
認
可
が
あ
っ
た
場
合
に
そ
れ
が
本
閣
議
決
定
に
違
背
す
る
か
否
か
の
判
断
の
基
準
を

示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


